
 

≪  鼎地区パワーアップ事業について  ≫  

 

「 鼎地区パワーアップ事業 」ってどんな補助金  

 この事業は、鼎地区における各種団体等が、鼎地区基本構想・基本計画の実現

に向け、自らの知恵と創意工夫により活力ある地域コミュニティの形成のため、

自主的かつ主体的に取り組む活動等に対して、その経費の一部等を支援するもの

です。  

 活動のきっかけづくりや、活動をさらに発展させるために、当該事業を活用し

て、鼎地区の活性化につなげましょう。  

 

対象となる団体  

（ 1）地区内において社会的あるいは地域的な課題に取り組んでいる団体、区、班・

組合、委員会の支部及び分館、事業所、 NPO等。  

（ 2）政治活動、宗教活動をしていない上記の団体等。  

 ※令 和 ６ 年 度 か ら新 たに 、 鼎 地区のため に公益的な 活動 を し て い る 事 業所 と NPOを 対象 と し

ま し た  

 

対象となる事業  

・地域コミュニティに関する活動     ・自然や生活環境の整備に関する活動  

・防災、防犯に関する活動        ・観光資源の活用に関する活動  

・歴史や文化の保全・伝承に関する活動  ・子育て環境に関する活動   

・福祉に関する活動           ・農業に関する活動  

・その他まちづくり委員会の会長が認める活動  

 

対象とならない事業  

営利を目的とするもの、宗教の教義を広げるもの、政治上の主義・支持するも

ののほか、既に３年以上継続実施して、自走している事業等は対象にはなりま

せん。  

 

対象外経費  

（ 1）  団体及び団体等の構成員の事務所、施設、設備等の維持管理費  

（ 2）  用地取得費  

（ 3）  団体等の構成員に対する食糧費、交際費、役員報酬  

（ 4）  領収書等により事業実施団体等が支払ったことが明確に確認できない経費  

（ 5）  国、県、市等からの補助金を受けている経費  

（ 6）  その他社会通念上適切でないと認めた経費  

 

助成の交付額  

・ソフ ト事業の場合は、助成金の交付額は対象経費の５分の４以内の額とします。  

特に公益性や先駆性、有効性が認められる場合は、この限りではありません。  

・ハード事業の場合は、助成金の交付額は対象経費の３分の２以内の額とします。  
 

※ ハ ー ド 事 業 と は  

 ① 水 路 や 道 路 、 建 物 等 の 構 造 物 を 建 設 ま た は 改 修 す る 事 業 及 び こ れ ら に 附 帯 す る 事 業  

 ② １ 件 １ ０ 万 円 以 上 の 備 品 の 購 入 （ 購 入 単 価 が １ ０ 万 円 未 満 の 場 合 は ソ フ ト 事 業 と な り ま す ）  

 ③ ソ フ ト 事 業 は ハ ー ド 事 業 以 外 の 事 業  

 

事業の実施期間及び審査  

 令和８年６月～令和９年２月までの期間に実施する事業で、区長・委員長会に

おいて審査・決定いたします。  

 

申請方法  

令和８年度鼎地区パワーアップ事業提案申請書を募集期間内に提出してくださ

い。  

 ※申請書は「飯田市鼎のポータルサイト」からダウンロードできます。  



 

  

その他  

当該事業に関して、地域の宝事業及び祭り関連事業の場合は、従前からのルー

ルを見直していますのでお気をつけ願います。  

 

 

【地域の宝事業】  

・各区所蔵の美術工芸品の補修等が対象となります。 

・常時公開しているものが原則、要請があれば鼎全体での展示に協力します。 

・全区一順するまでは各区 1 回、応募がなくても一順するまでの間は２回目の申請はで 

きないとしてきましたが、どの区においても５年に１回までは申請できるように見直しま

した。 

・各年で特別に金額の枠は設けませんが、１回１０万円程度を上限としています。 

・表装や修復費用に充て、額の購入等は対象外です。 

・この場合、助成金の交付額は対象経費の５分の４以内の額とします。 

 

【祭関連事業】  

・祭りに関する備品・消耗品等が対象となります 

・全区一順するまでは各区１回、応募がなくても一順するまでの間は、２回目の申請は 

できないとしてきましたが、どの区においても５年に１回までは申請できるように見直し

ました。 

・各年で特別に金額の枠は設けませんが、１回２０万円程度を上限としています。 

・この場合、助成金の交付額は交付対象経費の５分の４以内の額とします。 

 

 

実績について 

・助成の交付が決定され事業が完了した場合は、当該事業に関し実績報告が必要となり

ます。 

・実績に基づいた助成額と既交付決定助成額との差額により、精算を行うことになりま

すのでご留意願います。  

 

 


